
　
秘
密
は
厳
守
さ
れ
る
の
で
、
安
心
し

て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

会
場
＝
市
民
相
談
室（
市
役
所
2
階
）

対
象
＝
市
民

相
談
料
＝
無
料

注
意
事
項

◦
裁
判
所
で
取
り
扱
い
中
の
事
件
に
つ

い
て
は
相
談
で
き
ま
せ
ん

◦
法
人
か
ら
の
相
談
は
受
け
ま
せ
ん

◦
受
け
付
け
は
終
了
時
間
の
30
分
前
ま

で
で
す
。
正
午
〜
午
後
1
時
は
相
談

で
き
ま
せ
ん

◦
祝
日
な
ど
に
よ
り
、
相
談
日
が
変
更

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

◦
弁
護
士
法
律
相
談
、
女
性
の
た
め
の

相
談
は
予
約
が
必
要
で
す
。
直
接
ま

た
は
電
話
で
市
民
協
働
課（
☎
20
‐

1
5
0
7
）へ

市
民
生
活
相
談

日
時
＝
月
・
金
曜
日 

午
前
9
時
〜
午

後
4
時

内
容
＝
相
続
、
離
婚
、
相
隣
関
係
な
ど

相
談
員
＝
元
裁
判
所
調
停
委
員

弁
護
士
法
律
相
談（
予
約
制
）

日
時
＝
水
曜
日 

午
後
1
時
〜
4
時（
1

組
当
た
り
30
分
）

内
容
＝
金
銭
貸
借
、
損
害
賠
償
な
ど

相
談
員
＝
県
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士

女
性
の
た
め
の
相
談（
予
約
制
）

日
時
＝
木
曜
日 

午
前
10
時
〜
午
後
4

時（
1
組
当
た
り
50
分
）

内
容
＝
夫
婦
、
D
V
、
セ
ク
ハ
ラ
な
ど

相
談
員
＝
女
性
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

も
め
ご
と
・
な
や
み
ご
と
・
苦
情
相
談

日
時
＝
第
4
火
曜
日 

午
前
10
時
〜
午

後
3
時

内
容
＝
差
別
や
名
誉
毀き

損そ
ん

、
嫌
が
ら
せ

な
ど
人
権
侵
害
、
国
の
行
政
に
対
し

て
の
意
見
や
要
望
な
ど

相
談
員
＝
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談

委
員

税
務
相
談

日
時
＝
第
3
火
曜
日 

午
前
10
時
〜
午

後
3
時

内
容
＝
確
定
申
告
、
相
続
税
な
ど

相
談
員
＝
県
税
理
士
会
所
属
の
税
理
士

不
動
産
相
談

日
時
＝
第
3
火
曜
日 

午
前
10
時
〜
正

午
内
容
＝
宅
地
・
建
物
の
売
買
、
賃
貸
借

な
ど

相
談
員
＝
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
印

旛
支
部
相
談
員

外
国
人
相
談

　
市
内
で
生
活
す
る
外
国
人
が
対
象
で

す
。

　
皆
さ
ん
の
周
り
に
困
っ
て
い
る
人
が

い
た
ら
、
教
え
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
第
2
・
4
金
曜
日 

午
後
1
時

〜
4
時

内
容
＝
健
康
保
険
、
年
金
、
税
金
な
ど
、

日
常
生
活
に
お
け
る
諸
問
題

取
り
扱
い
言
語
＝
英
語
、
中
国
語
、
ス

ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
。
各
言

語
に
よ
る
案
内
は
下
記
の
通
り

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課（
☎
20
‐

1
5
0
7
）へ
。
こ
の
ほ
か
の
相
談

に
つ
い
て
は
19
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

一
人
で
抱
え
込
む
前
に

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
日
常
生
活
を
送
る
中
で
遭
遇
す
る
困
り
事
や

不
安
を
解
決
す
る
た
め
、
各
種
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

相
談
窓
口

為外國人服務的咨詢窗口

◆咨詢日	 毎月第二和第四之星期五

◆咨詢时间	 	下午1時～下午4時（最後登記面談時間為	3時

30分）
◆咨詢地点	 市役所2楼	会議室

◆咨詢内容	 日常生活上之各种問題	包括:健康保険，

	 年金，税金等

◆咨詢費	 免費

◆査詢電話	 “市民協働課”	☎0476-20-1507

CONSULTATION SERVICE FOR FOREIGNERS
◆Date	 Every	2nd	and	4th	Friday
◆Time	 1:00P.M. ～4:00P.M.（Reception	ends	at	3:30P.M.）
◆Place	 Narita	City	Hall	2F	Meeting	Room
◆Subject	 To	advise	and	help	you	solve	problems	
	 you	encounter	such	as	health	insurance,
	 pension	and	tax	etc.while	living	in	Narita
◆Charge	 Free
◆Inquiry	 	“SHIMINKYODOKA”		☎0476-20-1507

SERVICIO DE CONSULTA PARA EXTRANJEROS
◆Fecha	 segundo	y	cuarto	viernes
◆Horario	 13:00～16:00	（recepta	hasta	15:30）
◆Lugar	 segundo	piso	del	edificio（municipalidad）
	 “Sala	de	Consulta”
◆Contenido de consulta
	 problemas	varios	de	la	vida	diaria	como	
	 seguro	de	saludo,pension,impuestos
◆Costo	 gratuito
◆Información
	 	“SHIMINKYODOKA”	☎0476-20-1507

SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS ESTRANGEIROS
◆Período	 2ª	e	a	4ª	semana	de	6ª	feira	do	mês
◆Horário	 13:00	Hs～16:00	Hs（15:30	Termina	Recepçao）
◆Local	 Prefeitura	de	NARITA	2º	Andar	“Sala	
	 de	Consulta”
◆Objetivo	 Eventuais	problemas	do	cotidiano,
	 como	pensão,seguro	de	saúde	e	impostos.
◆Serviço	 gratuito
◆Informação
	 	“SHIMINKYODOKA”	☎0476-20-1507

広報なりた 2018.5.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です11


